
言
で
「
住
宅
業
者
」
と
い

っ
て
も
、
様
々
な
業
態
が

あ
る
。
住
宅
業
者
は
図
表
の
よ
う

に
大
別
が
で
き
る
の
で
、
そ
れ
ぞ

れ
の
特
性
を
よ
く
理
解
し
た
う
え

で
、
関
係
構
築
や
住
宅
ロ
ー
ン
案

件
の
紹
介
促
進
活
動
を
行
う
必
要

が
あ
る
。

　対
象
と
な
る
住
宅
業
者
の
本
社

ま
た
は
営
業
所
の
絞
込
み
を
行
う

た
め
に
は
、
対
象
先
を
明
確
に
し

て
そ
の
対
象
先
別
の
特
徴
を
把
握

す
る
と
い
っ
た
事
前
準
備
が
必
要

で
あ
る
。

目
標
以
下
の
場
合
は

理
由
を
具
体
的
に
把
握

①
自
行
庫
の
既
存
取
引
先

　対
象
と
な
る
住
宅
業
者
が
自
店

と
す
で
に
取
引
が
あ
る
場
合
は
、

年
間
の
目
標
契
約
件
数
に
対
し

て
、
自
行
庫
の
住
宅
ロ
ー
ン
の
契

約
件
数
の
割
合
が
目
標
以
上
に
達

し
て
い
る
か
確
認
を
行
う
。

　契
約
件
数
が
目
標
以
下
の
場
合

は
、
そ
の
理
由
を
具
体
的
に
把
握

し
て
対
策
を
打
つ
必
要
が
あ
る
。

目
標
以
上
で
あ
っ
て
も
、
競
合
他

行
庫
に
よ
る
切
り
崩
し
に
備
え

て
、
定
期
的
な
訪
問
は
怠
ら
な
い

よ
う
に
注
意
し
た
い
。

　対
象
と
な
る
住
宅
業
者
が
自
行

庫
の
他
の
営
業
店
と
す
で
に
取
引

が
あ
る
場
合
は
、
対
象
と
な
る
営

業
店
に
対
し
て
訪
問
の
可
否
の
確

認
を
行
う
。

②
自
行
庫
の
未
取
引
先

　参
考
と
な
る
大
手
住
宅
情
報
サ

イ
ト
に
お
い
て
、
対
象
先
の
確
認

と
リ
ス
ト
ア
ッ
プ
を
行
う
。

　大
手
住
宅
情
報
サ
イ
ト
に
掲
載

す
る
に
あ
た
っ
て
、
住
宅
業
者
は

広
告
料
を
支
払
う
必
要
が
あ
る
。

そ
の
た
め
、
毎
年
一
定
数
以
上
の

契
約
件
数
を
獲
得
し
、
広
告
料
を

支
払
う
資
金
力
が
あ
る
住
宅
業
者

が
掲
載
を
行
っ
て
い
る
。

　し
た
が
っ
て
、
掲
載
さ
れ
て
い

る
住
宅
業
者
は
住
宅
ロ
ー
ン
獲
得

の
確
度
が
高
い
と
い
え
る
。
併
せ

て
、
対
象
先
と
な
る
住
宅
業
者
の

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
や
企
業
信
用
調
査

情
報
で
、
営
業
実
績
な
ど
経
営
状

況
を
把
握
し
て
お
こ
う
。

掲
載
件
数
が
多
い
先
に

優
先
的
に
ア
プ
ロ
ー
チ

ア
ビ
ル
ダ
ー
、
ハ
ウ
ス
メ
ー
カ

一

マ
イ
ホ
ー
ム
な
び
代
表
取
締
役

村
元
正
明

　住
宅
関
連
業
者
を
訪
問
す
る
前
の
事
前
準
備
の
進
め
方
を
み
た
う
え

で
、
ア
プ
ロ
ー
チ
の
基
本
と
業
者
別
に
営
業
の
コ
ツ
を
解
説
す
る
。

住
宅
業
者
と
の
関
係
構
築
と

ア
プ
ロ
ー
チ
は
こ
こ
が
ポ
イ
ン
ト
！

訪
問
前
の
事
前
準
備
は

こ
の
よ
う
に
進
め
よ
う
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ー
、
工
務
店
、
建
築
設
計
事
務
所

へ
の
ア
プ
ロ
ー
チ

　住
宅
情
報
サ
イ
ト
に
お
い
て
、

「
注
文
住
宅
」
と
「
エ
リ
ア
・
地

域
」
の
項
目
を
選
択
す
る
こ
と
に

よ
り
、
対
象
と
な
る
住
宅
業
者
を

絞
り
込
む
。

　各
住
宅
業
者
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

の
確
認
と
合
わ
せ
て
、
営
業
所
の

所
在
地
や
住
宅
業
者
ご
と
の
特
徴

（
工
法
、
建
築
費
の
坪
単
価
な
ど
）

も
把
握
を
す
る
。

イ
新
築
戸
建
て
分
譲
・
建
売
会
社

へ
の
ア
プ
ロ
ー
チ

　住
宅
情
報
サ
イ
ト
に
お
い
て
、

「
新
築
一
戸
建
て
」
と
「
エ
リ

ア
・
地
域
」
の
項
目
の
選
択
に
よ

り
、
対
象
の
物
件
と
そ
の
売
主
ま

た
は
販
売
代
理
会
社
、
売
買
仲
介

会
社
で
あ
る
住
宅
業
者
を
絞
り
込

む
。

ウ
新
築
マ
ン
シ
ョ
ン
分
譲
会
社
へ

の
ア
プ
ロ
ー
チ

　住
宅
情
報
サ
イ
ト
に
お
い
て
、

「
新
築
マ
ン
シ
ョ
ン
」
と
「
エ
リ

ア
・
地
域
」
の
項
目
を
選
択
す
る

こ
と
に
よ
り
、
対
象
物
件
と
そ
の

売
主
ま
た
は
販
売
代
理
会
社
で
あ

る
住
宅
業
者
を
絞
り
込
む
。

エ
不
動
産
売
買
仲
介
会
社
へ
の
ア

プ
ロ
ー
チ

　住
宅
情
報
サ
イ
ト
に
お
い
て
、

「
土
地
」「
中
古
マ
ン
シ
ョ
ン
」

「
中
古
戸
建
て
」
と
「
エ
リ
ア
・

地
域
」
の
項
目
を
選
択
す
る
こ
と

に
よ
り
、
対
象
物
件
と
売
買
仲
介

会
社
で
あ
る
住
宅
業
者
を
絞
り
込

む
。　い

ず
れ
に
し
て
も
、
住
宅
情
報

サ
イ
ト
へ
の
物
件
の
掲
載
件
数
が

多
い
住
宅
業
者
に
優
先
的
に
ア
プ

ロ
ー
チ
し
て
、
積
極
的
に
関
係
構

築
を
行
い
た
い
。

●住宅業者の種別と特性
住宅業者の種別 概要 顧客との契約形態

ビルダー ・年間でおよそ20棟〜30棟以上の契約を受注
・地域密着型の工務店とハウスメーカーの中間的な存在

工事請負契約ハウスメーカー ・全国各地に営業店を有するナショナルブランド
・直営の営業店形式とフランチャイズ形式がある

工務店 ・年間でおよそ20棟以下の契約を受注
・元請け（注）が可能な「建築業許可」を有している

建築設計事務所 ・発注者は設計契約と施工監理契約を結ぶ
・施工は工務店との工事請負契約が必要となる

設計契約・
施工監理契約

新築戸建て
分譲・建売会社

・坪単価を抑えた土地付き戸建て住宅を分譲
・�全国規模の「パワービルダー」は�
年間1000棟以上の分譲を行う

売買契約新築マンション
分譲会社

・「マンションデベロッパー」とも呼ばれる
・販売だけを売り主から請け負う販売代理会社もある

不動産売買
仲介会社

・宅地、中古マンション、中古戸建ての売買仲介を行う
・新築分譲戸建ての売買仲介を行うこともある

（注）�正式には元請負人。工事請負契約において、発注者から直接仕事を請け負う業者で、下請けの対義語。�
元請業者は発注者から１件500万円以上の工事請負契約を結ぶ場合、建築業許可の取得が必要

（出所）著者作成

POINTPOINT

▲

�既存取引先で契約件数が
目標以下の場合は、その
理由を具体的に把握

▲

�未取引先の場合は住宅情
報サイトで、対象先を抽
出してリストアップ

特
集
特
集
住宅業者営業でローンを伸ばす
関係構築＆案件獲得のためのアプローチ手法

13 2024年10月１日号
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